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は じ め に 

 

この手引は、建設業の許可を受けようとする方及び変更届を提出する方のた 

 

めに、建設業法に基づく許可の基準や申請の手続などを簡明にまとめたもので 

 

す。法律の趣旨を十分ご理解のうえ、この手引を参考に手続を行ってください。 

 

 

なお、申請又は変更届出の際に、申請用紙の記入漏れや添付書類の不備が判 

 

明した場合には、その補正を本県担当者から依頼いたしますので、補正すべき 

 

内容及びその理由を理解したうえで、速やかに補正してください。補正に要し 

 

た期間は標準処理期間には含まれないこととされ、当該期間中は審査業務が中 

 

断されます。補正依頼に従わない場合には、取下げや却下処分を行うことにな 

 

ります（※いかなる理由をもっても手数料は返還できません）。 

 

また、提出書類や添付書類に虚偽や不正があった場合には、刑事罰（６月以 

 

下の懲役又は１００万円以下の罰金）の対象となります。 

 

■ 申請手続の代理については、法律で行政書士会に登録された行政書士及び弁護士

会に登録された弁護士に限られています。これらの者以外の方が、業としてこれを

行うことはできません。 

■ 行政書士の補助人が法令上行うことができる業務は、以下の事項に限られます。 

   ○ 官公署への書類提出（単に書類を提出又は受領する行為） 

   ○ 官公署窓口における書類の訂正（ただし、明らかな誤記の訂正に限る。） 

なお、本県建設業許可に係る業務のうち、行政書士本人が自ら行うべき業務とし

ては【補正指示（※明らかな誤記の訂正は除く。）に関する本県担当者との交渉】

や【新規許可申請等の際の本県担当者による営業所調査への立会い】等が挙げられ

ます。 

■  法令違反の事実が確認された場合には、本県から関係機関等への通報を行うこと

になりますので、ご注意ください。 

この手引きは、「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の

認可の基準及び標準処理期間について」（令和６年12月13日国不建第135号）及び「建設

業許可事務ガイドラインについて」（令和７年２月１日国不建第161号）を参考にして作

成しています。 

（http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html） 
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